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令和４年度・歳入歳出決算書によりまして、まず国民健康保険特別会計の主

な内容についてご説明いたします。

歳入歳出決算書の 116 ページをお開きください。

【歳入】

歳入の 1款・国民健康保険税でございますが、収入済額 16 億 6,374 万 7,000

円で、前年度に比べて 1,577 万円増（１.0％）でございます。

国民健康保険税の新型コロナ減免については、主たる生計維持者がコロナ感

染により死亡や重い傷病を負った世帯の方については「全額免除」、収入が前年

に比べて３割以上減少が見込まれる等の要件に該当する世帯の方は、合計所得

金額に応じて 10 分の 10 から 10 分の２までの５段階の減免割合により「一部減

額」となります。

全体といたしましては、件数が減少しておりますが、長引くコロナ禍におき

まして、令和４年度についても減免対応が延長されたところでございます。

次に、2款・国庫支出金は、収入済額８万 6,000 円で、前年度に比べて 887 万

8,000 円の減（▲99.0％）でございます。

１項１目・災害臨時特例補助金では、東日本大震災に係る国保税及び一部負

担金減免に対する国財政支援として、令和４年度減免分の 10 分の２の歳入とな

っております。残りの 10 分の８相当額については、次の３款・都支出金、１項

２目・保険給付費等交付金の歳入に含まれております。

なお、新型コロナウイルス感染症の国保税減免については、令和３年度は災

害臨時特例補助金と保険給付費等交付金とで支援額が按分されておりましたが、

令和４年度は４月分から 12 月末納期限分の減免額の 10 割を、保険給付費等交

付金として、財政支援を受けております。（令和５年１月以降分は、令和５年度

の交付金において支援される見込みです。）

3款・都支出金は、収入済額 52億 4,793 万 4,000 円、前年度に比べて１億 7,495

万 4,000 円の減（▲3.2％）でございます。

117 ページ、4款・繰入金は、収入済額９億 3,935 万 4,000 円で、前年度に比

べて１億 1,730 万円の増（14.3％）でございます。

5款・繰越金は、収入済額 9,495 万 5,000 円で、前年度に比べて 4,652 万 7,000

円の増（96.1％）でございます。

118 ページ 6款・諸収入は、収入済額 749 万 5,000 円で、前年度に比べて 1,958

万 1,000 円の減（▲72.3％）でございます。

以上、歳入合計は 79 億 5,357 万１千円、前年度比 2，381 万６千円、0.3％の



令和５年度第２回狛江市

国民健康保険運営協議会

資料２－２

令和４年度国民健康保険

特別会計決算説明資料

2 / 3

減でございます。

次に歳出の内容についてご説明いたします。

歳入歳出決算書の 120 ページをご覧ください。

1款・総務費は、支出済額 4,471 万 7,000 円で、前年度に比べて 769 万 3,000

円の減（▲14.7％）でございます。

１項１目、一般管理費では、保険証一斉更新未実施年度であったため、郵送

料や印刷製本費等で減額となったところでございます。

２目、運営協議会費、運営協議会については８月、11 月、１月に計３回、全

てをオンライン参加併用の開催としました。

122 ページ 2款・保険給付費について、国民健康保険の令和４年度年間平均被

保険者数は16,227人（令和３年度16,775人）前年度に比べて548人減（▲3.2％）、

年間平均加入世帯数 11,649 世帯（令和３年度 11,951 世帯）前年度に比べて 302

世帯減（▲2.5％）でございます。

保険給付費の支出済額は 49 億 1,748 万 4,000 円、前年度に比べて１億 7,848

万 8,000 円の減（▲3.5％）でございます。内訳として最も比率の高い、１項１

目・一般被保険者療養給付費は、支出済額 42 億 9,793 万 7,157 円で、前年度に

比べて 7,717 万 4,680 円の減（▲1.8％）でございます。一昨年度は、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大による受診控えの反動で支出額が伸びたものと評

価しておりますが、その反動の鈍化により保険給付費が減少したものと考えて

おります。

また、125 ページ、７項・傷病手当金は、国保被保険者で新型コロナウイルス

感染症に感染、または、発熱等の症状で感染が疑われるため、労務に服するこ

とができなかった被用者の方（給与等の支給を受けている方）に対して、直近

３箇月の給与の平均日額の３分の２にあたる金額に、労務に服することができ

なくなった期間の４日目以降の日数を掛けた金額を支給するものです。国から

10 分の 10 の財政支援があり、令和４年度は 37 件について支給いたしました。

125 ページ、3款・国民健康保険事業費納付金は、財政運営の主体である東京

都が市区町村の医療水準や所得水準に応じて算定した納付金でございます。支

出済額は、26億 5,111万 8,000円、前年度に比べて9,781万 2,000円の増（3.8％）

でございます。

126 ページ、４款・保健事業費は、支出済額１億 955 万 7,000 円、前年度に比

べて 780 万円の減（▲6.6％）でございます。

保健事業は国保データヘルス計画に基づき、健康推進課と連携して実施して

おり、令和４年度につきましては、令和３年度に引き続きオンラインや事前予

約の実施、また感染防止対策を徹底して実施したところでございます。
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127 ページ、５款、公債費はございません。

６款、諸支出金は、支出済額１億 540 万 3,000 円で、前年度に比べて 4,201

万 6,000 円の増（66.3％）でございます。

以上により、令和４年度の歳入総額は 79 億 5,357 万 1,000 円、歳出総額は 78

億 2,827 万 9,000 円で、歳入歳出差引額は１億 2,529 万 2,000 円となりました

ので、同額を翌年度へ繰り越しいたします。


